
良好な景観の形成に向けて

景観形成ガイドライン景観形成ガイドライン
城山周辺地区

　延岡市では、延岡市景観条例に基づき、特に良好な景
観の形成を図る必要があると認める区域を景観形成重点
地区として定め、地区ごとに方針や基準を設けることで、
重点的・先導的に景観形成を推進しています。良好な景観
の形成を推進していくために、皆様のご理解、ご協力をお
願いします。
　

　届出について
　地区内で下記の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに市長へ
の届出が必要です。届出部数は、1部です。

　届出を要する行為
　 　●建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更
　　することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
　●工作物※の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更
　　することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
　●土地の形質の変更で区画面積3,000㎡以上または
　　法面高5m以上
　●木竹の伐採または移植で区画面積3,000㎡以上
　●屋外における土石、廃棄物、再生資源等の集積また
　　は貯蔵

　届出を要しない行為
　　・  増築、改築：その部分の水平投影面積の合計が10㎡以下となるもの

　・  修繕模様替：過半に満たないもの（建築物においては、建築基準法第2
         条第14号，15号に該当しないものとします。）
　・  色彩の変更：各壁面の鉛直投影面積（※）又は屋根面の水平投影面積

積面む含を告広）※（　　　　　　　　　のもるなと下以1の分5の）※（        
　
　届出の流れ
　

延岡市

届出に必要な添付書類

適合

お問合せ先　〒882-8686
宮崎県延岡市東本小路2-1

延岡市役所都市建設部都市計画課
TEL(0982)22-7022　FAX（0982）31-3186
E-mail　toshi-k@city.nobeoka.miyazaki.jp
HP   http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp

　※１  行為着手の30日前までに届出が必要です。
　※２ 変更命令の対象は、建築物や工作物等の建築等における
              形態・意匠となります。
　

改善する場合 改善する場合

行為 
図書 

種類 備考 

建築物及び工作物の新築、

増築、改築若しくは移転ま

たは外観を変更すること

となる修繕若しくは模様

替または色彩の変更 

付近見取図 縮尺 2,500分の 1以上。 

配置図 

敷地境界及び建築物の位

置を表示する図面。 

縮尺 100 分の 1以上。 

立面図 

彩色が施された２面以上

の立面図で、マンセル値

を記載したもの。縮尺 50

分の 1以上。 

現況写真 

当該敷地及び当該敷地の

周辺の状況を示す写真。

２方向以上撮影。 

土地の形質の変更 

付近見取図 縮尺 2,500分の 1以上。 

平面図 
変更前及び変更後の土地

の形状を記載したもの。 

断面図 

変更前及び変更後の土地

の形状を記載したもの。

のり面については、処理

方法及び使用材料等を記

載したもの。 

現況写真 

行為地及び周辺の状況を

示すカラー写真。 

２方向以上撮影。 

木竹の伐採または移植 

付近見取図 縮尺 2,500分の 1以上。 

平面図 

木竹の位置、伐採及び移

植の区域、木竹の名称を

記載したもの。 

現況写真 

行為地及び周辺の状況を

示すカラー写真。 

２方向以上撮影。 

屋外における土石、廃棄

物、再生資源等の集積又は

貯蔵 

付近見取図 縮尺 2,500分の 1以上。 

平面図 
集積又は貯蔵の区域を記

載したもの。 

現況写真 行為地及び周辺の状況を



　城下町としての歴史・文化がいきづく、自然と調和した都市景観の形成
　

　地区の概要

　本地区は五ヶ瀬川と大瀬川に挟まれており、1603年にその両河川の流れを巧みに

利用した延岡城が初代藩主高橋元種氏によって築城されたことにより、延岡市の都

市形成の源となった地区です。城山等の丘陵と広大な河川空間が一体となって四季折々の景

観を醸し出しています。また、内藤記念館や図書館等の文化施設が集積するととも

に、近世の地割りや生垣など、城下町延岡の歴史と文化を今に伝える景観が地区の随所に見ら

れます。

　

　城山周辺地区に指定する土地の区域

　

　景観形成方針

城山の歴史や自然と調和した、

　落ち着きと風格のある城下町景観づくり

　市民に親しまれ、落ち着きと風格のある都市景観の形成
　
　建物の高さ規制（標高21ｍ）等による、城山への眺望確保
　

　形態・意匠

　　・  外観は、周辺景観からの突出感や違和感がなく周辺のまちなみや自然景観との調

　　和に配慮し、落着きのある形態・意匠とする。

　・  大規模な建築物の外壁は、形態の工夫や目地・色彩による分節化等により、圧迫感

　　を感じさせないように配慮する。

　・  山なみの稜線などへの良好な眺望を阻害しない形態となるように努める。

　・  橋梁などの主要な視点場からの見え方に配慮する。

　・  連続性のあるまちなみ景観の形成に努めるとともに、歴史的雰囲気と調和した
　　風格のある景観を形成するような形態・意匠とする。

　
　色彩・素材

　　・ 周辺のまちなみや自然景観と調和した落着きのある色彩・素材とする。
　・  特に色彩については、マンセル値によりＲ、ＹＲ、Ｙは彩度６以下、その他の色相は

　　彩度４以下とする。

　・   屋根面はできる限り無彩色または低明度・低彩度色を使用し、まちなみや自然など

　　の周辺景観と調和したものとする。

   

　

　　※ 質の高いデザイン（色彩を含む）でランドマークとなる役割があり、良好な景観を

　　　 形成するもの

　　※植栽等で遮蔽されており、景観を阻害しないものなど

　・  延岡らしさを感じさせる地場産の素材を積極的に取り入れるように努める。

　・  過度に光沢、反射する素材の使用を避け、耐久性・耐光性に優れた素材を積極的に

　　取り入れるように努める。

　・  愛宕山、城山、今山などの主な視点場から見える屋根又は屋上部分については、良好

　　な眺望を阻害しないように配慮する。

　

　・  ただし、上記3項目について、次に該当するものは、この限りではない。

　　１）アクセント色として着色される部分（各壁面の鉛直投影面積または屋根面の水

　　　  平投影面積の５分の1まで）

　　２）表面に着色していない自然石、木材、土壁及びガラス等の素材本来が持つ色彩

　　３）航空法その他の法令に基づき設置するもの

　　４）市長が景観審議会、または景観アドバイザーの意見を聞き、次に 該当すると認

　　　  めるもの

　屋外設備類

　　・  屋外階段、および配管・ダクト・室外機や高架水槽等の建築設備は、できる限り道路

　　など公共の場から見えない位置に配置する。やむを得ず見える位置に配置する場合

　　は、覆いを設けたり色彩の工夫により、周辺景観との調和に配慮する。

　・  日よけテントを設置する場合は、色彩やデザインの工夫により、建築物本体との調和

　　に配慮する。

　・  ベランダ、バルコニー類の生活用品は外部から見えにくいような工夫をし、緑化等に

　　よって潤いのある表情をつくるように努める。

　

　

　　

　・  駐車場、駐輪場は周囲をできる限り植栽で囲み、生垣植栽又は自然素材（板塀、竹

        垣、石積み等）による修景に努める。

　

　

　緑化

　　・  既存の樹木の保全や風土に合った樹種の採用により、地域固有の景観の保全・育成
　　に努める。

　・  特に、愛宕山、城山、今山などの主な視点場から見える場所については、できる限り屋

　　上緑化や敷地内緑化に努める。

　・  道路など公共用地から見える場所については、周辺に調和した植栽、花壇等により、四

　　季の移り変わりを積極的に演出するよう努める。

　・  敷地内部は少ないスペースでも出来る限り緑化に努める。

　・  庭先・店先に植栽スペースを確保したり、庭先・店先や窓辺を草花で彩るなどにより、

　　美しい市街地景観の形成に努める。

　照明

　　・  周辺の生活環境・自然環境や景観を乱さないように配慮する。

　・  回転灯やサーチライト等の光の量が多く、動きのあるものはできる限り使用しない。

　・  デザイン性の高いライトアップにより夜間景観のにぎわいの演出に努める。

　土地の形質の変更

　　・  既存の地形を生かした必要最小限の形質の変更、既存樹木の保全、周辺との調和に

　　配慮した形態・素材の採用、在来種による緑化等により、周辺景観と調和したものと

　　なるように配慮する。　

　木竹の伐採または移植

　　・  伐採・移植する範囲は必要最小限とし、周辺景観を著しく損ねることのないよう努め
　　る。

　・  樹林地の一部を保全または可能な限り緑化するなど周辺景観との調和に配慮した

　　伐採・移植とする。

　屋外における土石、廃棄物、再生資源等の物件の集積または貯蔵

　　・  土石等の集積または貯蔵を行う場合は、できる限り道路など公共の場から見えない
　　位置に配置する。やむを得ず見える位置に配置する場合は、敷地境界線からできる

　　限り後退した位置への配置、植栽や塀による遮へい、積み上げ高さを低く抑えるなど

　　により、周辺景観との調和に配慮する。

　景観形成基準

　建築物・工作物

　　配置

　　・  道路等の公共用地に面する建築物等の壁面は、境界線からできる限り離れた

　　位置に配置し、オープンスペースを確保することにより、ゆとりのある空間の創

　　出に努める。

　・  周辺のまちなみとの調和や連続性に配慮した配置とする。

　
　・  城山への良好な眺望を確保するために、建築物等の高さは標高21ｍ以下と
　　　　する。既に21ｍを超える建築物等については、建替えの際に21ｍを超えな

GL

高さ

　外構

　・  道路など公共用地に接する場所に塀や柵等を設ける場合は、閉鎖的な塀・擁壁を
　避け、植栽、見通しのきくフェンス、自然素材のもの等を用いることにより周辺景観

　との調和に配慮する。

・  ごみ集積所、および付属施設等は、公共の場からできる限り見えないように設置す

　る。やむを得ず設置する場合は、母屋と同様の形態・意匠・素材による遮へいや周

　囲の緑化等により周辺景観との調和に配慮する。

　その他の行為

　

　工作物の種類

　　・  煙突
　・  電波塔、鉄塔その他これらに類するもの（※電柱は含まれません。）

　・  広告塔、広告板、装飾等、記念塔その他これらに類するもの

　・  観光用のエレベーター、エスカレーター

　・  ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

　・  メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する

　　回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

　・  鉱物、岩石、コンクリート、ガラス等の粉砕で原動機を使用するもの

　・   アスファルト、石油、ガス等を原料とする製造施設

　・   自動車車庫の用途に供する工作物

　・    飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの

　・    汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設

　高さ　　

　　       いようにする。ただし、市長が景観審議会または景観アドバイザーの意見
　　　　を聞き、眺望を阻害しないと認めるときはこの限りではない。

　　※建築物等の高さは、高架水槽・看板等の建築物に付帯する
　　　施設を含めた高さとします。

　・  既存の建築物などと調和したスカイラインを形成するように
　　努める。
　　

　 ・　道路など公共用地に接する場所にベランダ、バルコニー類を設ける場合は、周
　　囲の景観と調和するように構造及び意匠を配慮する。

　・  高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの


